
一
般
国
道

道
路
の
種
類

第

二

千

四

百

三

十

三

号

平

成

二

十

五

年

四

月

二

日

二
百
四
十

八
号

路
線
名

関
市
栄
町
五
丁
目
五
八
番
一
地
先

か
ら

同
市
小
屋
名
字
神
明
前
一
三
六
二

番
六
地
先
ま
で

区

間�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

昭
和
��･�･��平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

二
三
一
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

二
三
二

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

二
三
三

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

二
三
三

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

二
三
四

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

二
三
五

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
同

)

二
三
五

○
指
定
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

二
三
五

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
二
三
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
二
三
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

二
三
七

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

二
三
八

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

二
三
八

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

(

道
路
建
設
課)

二
三
八

○
同

(

街
路
公
園
課)

二
三
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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(

休
日
に
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た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日



選
挙
管
理
委
員
会
告
示

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

76,226

145,375

334,734

総
数
(人
)

25,409

48,459

111,578

３
分
の
１
の
数
(人
)

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

29,225

25,925

36,650

30,969

29,792

37,335

42,411

22,159

39,646

24,004

93,318

118,073

49,623

40,347

44,289

54,383

31,900

18,697

66,988

73,890

93,246

9,742

8,642

12,217

10,323

9,931

12,445

14,137

7,387

13,216

8,002

31,106

39,358

16,541

13,449

14,763

18,128

10,634

6,233

22,330

24,630

31,082
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
25年
３
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
1,681,310人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,627人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

310,164人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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れ
ん
げ
会

橋
本
べ
ん
維
新
の
会

燦
燦
会 政

治
団
体
の
名
称

日
本
未
来
の
党
岐
阜
県
総
支
部
連
合
会

自
由
民
主
党
岐
阜
県
高
山
市
第
一
支
部

政
治
団
体
の
名
称

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

44,189

58,212

19,704

橋
本

勉

橋
本

勉

橋
本

勉

代
表

者

の
氏

名

橋
本

勉

高
殿

尚

代
表

者

の
氏

名

14,730

19,404

6,568

宮
川
敏
彦

松
田
光
世

宮
川
敏
彦

会
計
責
任
者

の
氏

名

松
田
光
世

北
村
大
輔

会
計
責
任
者

の
氏

名

大
垣
市
林
町
５
―
23

大
垣
市
林
町
５
―
23

大
垣
市
林
町
５
―
23

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
垣
市
林
町
５
―
23

高
山
市
千
島
町
462―

11

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

○ ○

一
以
上
の
市
町
村
等
の

区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

橋
本

勉

橋
本

勉

橋
本

勉

公
職
の
候
補
者

の
氏

名

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

１
政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

法
第
19条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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志
泉
会

幸
福
実
現
党
岐
阜

県
本
部

経
済
研
究
百
人
会

国
井
恒
男
を
育
て

る
会

北
方
町
古
田
は
じ

め
後
援
会

大
野
町
棚
橋
泰
文

後
援
会

大
垣
市
棚
橋
泰
文

後
援
会

揖
斐
棚
橋
泰
文
後

援
会

安
八
棚
橋
泰
文
後

援
会

安
八
棚
橋
会

民
主
党
岐
阜
県
第

１
区
総
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第

１
区
総
支
部

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

代
表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

異
動

事
項

岐
阜
市
神
田
町
３
―
17

岐
阜
市
茜
部
辰
新
１
―

84 �
原
秀
樹

上
田
裕
之

本
巣
郡
北
方
町
平
成
７
―

１ 鈴
木
浩
之

戸
部
哲
哉

揖
斐
郡
大
野
町
稲
富
23

37―
２

林
隆
一

堤
俊
彦

宗
宮
正
和

安
八
郡
安
八
町
大
野
16

1 脇
坂
洋
二

安
八
郡
安
八
町
大
野
16

1 脇
坂
洋
二

岐
阜
市
竜
田
町
４
―
３

岐
阜
市
神
田
町
３
―
17

新

岐
阜
市
竜
田
町
４
―
３

岐
阜
市
茜
部
大
川
２
―

12―
５

高
橋
洋
樹

澤
芳
樹

本
巣
郡
北
方
町
芝
原
中

町
６
―
23―
８

山
本
繁
美

井
野
勝
已

揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
31

8―
１

久
保
田
博
視

岩
田
義
文

渡
辺
主
壽
男

安
八
郡
安
八
町
北
今
ケ

渕
469

古
沢

繁

安
八
郡
安
八
町
北
今
ケ

渕
469

古
澤

繁

岐
阜
市
神
田
町
３
―
17

岐
阜
市
竜
田
町
４
―
３

旧

林
業
経
営
者
岐
阜

県
林
政
会

養
老
郡
棚
橋
泰
文

後
援
会

山
口
育
男
を
育
て

る
会

平
田
け
ん
じ
後
援

会 西
美
濃
新
政
策
研

究
会

谷
汲
地
区
棚
橋
泰

文
後
援
会

園
田
や
す
ひ
ろ
後

援
会

関
ヶ
原
町
棚
橋
泰

文
後
援
会

志
泉
会

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

岐
阜
市
宇
佐
南
３
―
１
―

18 高
橋
芳
春

養
老
郡
養
老
町
押
越
62

4―
３

村
下
貴
夫

村
下
貴
夫

山
口
泰
宏

増
永
恭
志

高
橋
輝
男

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

神
原
314―

１
―
２

高
橋

勉

矢
田
泰
崇

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字

関
ケ
原
2645

浅
野

正

岐
阜
市
竜
田
町
４
―
３

岐
阜
市
六
条
江
東
２
―

５
―
６

大
野
文
雄

養
老
郡
養
老
町
高
田
26

9―
５

佐
々
武
士

佐
々
武
士

小
瀬
木
二
郎

居
上
顕
一

今
田
美
代
子

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

大
字
岐
礼
1061―

１

山
本

力

近
藤
儀
道

不
破
郡
関
ケ
原
町
関
ケ

原
3401―

２

西
村
忠
明

岐
阜
市
神
田
町
３
―
17

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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橋
本

勉

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

よ
し
む
ら
卓
己
と
語
る
会

早
川
か
つ
也
坂
下
後
援
会

田
畑
和
紀
後
援
会

す
み
弘
二
と
歩
む
会

白
木
義
春
を
育
て
る
会

小
川
の
り
よ
し
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

橋
本
べ
ん
維
新
の
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

柘
植
一
夫

糸
魚
川
行
吉

田
畑
和
紀

角
弘
二

白
木
義
春

�
木� 代
表

者

の
氏

名

大
垣
市
林
町
５
―

23 主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

早
川
勝
英

小
栗
史
司

村
山
由
美
子

小
杉
陽
之
介

白
木
義
春

桑
原
俊
彦

会
計
責
任
者

の
氏

名

橋
本

勉

代
表
者
の

氏
名

中
津
川
市
下
野
498

中
津
川
市
坂
下
689―

２

瑞
浪
市
薬
師
町
１
―
41

各
務
原
市
つ
つ
じ
が
丘
5-118

羽
島
市
江
吉
良
町
470-1

安
八
郡
安
八
町
中
須
61

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

柴
橋
正
直

柴
橋
正
直

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

志
泉
会

志
泉
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

平
成
25年

２
月
19日

平
成
24年

12月
31日

平
成
25年

２
月
６
日

平
成
25年

１
月
３
日

平
成
24年

12月
10日

平
成
24年

12月
21日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

岐
阜
市
竜
田
町
４
―

３ 岐
阜
市
神
田
町
３
―

17

新

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
市
神
田
町
３
―

17 岐
阜
市
竜
田
町
４
―

３

旧

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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田
畑
和
紀

角
弘
二

白
木
義
春

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

瑞
浪
市
議
会
議
員

各
務
原
市
議
会
議

員 羽
島
市
長

公
職
の
種
類

田
畑
和
紀
後
援
会

す
み
弘
二
と
歩
む
会

白
木
義
春
を
育
て
る

会 資
金
管
理
団
体
の

名
称

瑞
浪
市
薬
師
町
１
―

41 各
務
原
市
つ
つ
じ

が
丘
５
―
118

羽
島
市
江
吉
良
町

470―
１

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

田
畑
和
紀

角
弘
二

白
木
義
春

代
表
者
の

氏
名

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ね
こ
の
手
こ
こ

三

代

表

者

の

氏

名

棚
橋

修

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
下
鵜
飼
一
八
四
七
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
の
介
護
・
援
助
が
必
要
な
難
病
療
養
者

及
び
障
害
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
在
宅
療
養
と
介
護
の
た
め

に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
利
用
者
が
地
域
社
会
の
中
で
自
立
し
た

文
化
的
な
生
活
が
送
れ
る
社
会
の
実
現
と
社
会
全
体
の
利
益
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ナ
カ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
岐
南
店

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
六
丁
目
六
六
番

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(
変
更
前)

マ
ル
ヤ
ス
家
具
Ｚ
岐
南
店

(
変
更
後)

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
岐
南
店

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)
株
式
会
社
マ
ル
ヤ
ス
家
具

代
表
取
締
役

長
江
保
文

(

変
更
後)

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

代
表
取
締
役

永
田
久
男
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○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ナ
カ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
岐
南
店

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
六
丁
目
六
六
番

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
十
時
〜
午
後
七
時

(

変
更
後)

二
十
四
時
間

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
七
時
三
〇
分

(

変
更
後)

二
十
四
時
間

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
前
九
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
六
時
〜
午
後
一
〇
時

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ヒ
マ
ラ
ヤ
各
務
原
イ
ン
タ
ー
店

各
務
原
市
小
佐
野
町
一
丁
目
一
九
番

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
鏡
島
店

岐
阜
市
西
荘
三
丁
目
二
番
一
九

外

二

意
見
の
概
要
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意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
多
治
見
住
吉
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施

す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

多
治
見
住
吉
土
地
区
画
整
理
組
合

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
か
ら

同

年
九
月
二
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

多
治
見
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
基
本
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日
か
ら

同

二
十
五
年
三
月
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
長
が
指
定
す
る
場
所

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
道

路
事
業
の
認
可
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
二
・
二
号

岐
阜
羽
島
線

二

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

三

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
建
設
課

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

岐
阜
市
茜
部
大
川
一
丁
目
及
び
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

○
岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
道

路
事
業
の
認
可
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２４３３号 岐 阜 県 公 報 平成25年４月２日 ( 238 )



一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
三
〇
二
号

柳
津
日
置
江
線

二

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

三

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
都
市
建
築
部
街
路
公
園
課

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し
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平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


